
１　
法
科
大
学
院
制
度
の
導
入

　
「
法
曹
養
成
に
特
化
し
た
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル・

ス
ク
ー
ル
」

と
さ
れ
る
法
科
大
学
院
は
、
高
度
職
業
人
の
養
成
に
特
化
し
た
専

門
職
大
学
院
を
創
設
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
が
国
の
大
学
教
育
の

発
展
を
図
ろ
う
と
す
る
全
体
的
機
運
と
、
司
法
制
度
改
革
の
人
的

基
盤
と
し
て
の
法
曹
を
質
的
に
も
量
的
に
も
向
上
さ
せ
る
た
め
の

教
育
課
程
を
学
問
の
自
由
を
享
受
す
る
大
学
に
設
置
す
る
と
い
う

発
想
が
相
ま
っ
て
、
２
０
０
４
年
に
導
入
さ
れ
た
。
大
学
で
の
法

学
教
育
を
前
提
と
し
て
い
な
か
っ
た
旧
制
度
は
、
法
曹
の
質
の
確

保
を
も
っ
ぱ
ら
司
法
試
験
の
競
争
性
に
依
存
し
た
結
果
、
先
進
国

の
中
で
格
段
に
少
な
い
法
曹
し
か
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
し

か
も
司
法
試
験
受
験
準
備
以
外
の
学
問
的
背
景
や
多
様
な
社
会
経

験
を
有
す
る
法
曹
を
生
み
出
す
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
。
そ
の
状

況
を
脱
却
す
る
た
め
に
、
多
様
な
学
問
的
背
景
や
社
会
経
験
を
有

す
る
学
生
を
大
学
院
レ
ベ
ル
に
受
け
入
れ
て
実
務
法
曹
養
成
を
目

指
し
た
総
合
的
な
法
学
教
育
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
旧
制
度
と

は
違
う
意
味
で
の
法
曹
の
質
を
確
保
し
、「
２
０
１
０
年
ご
ろ
に
３

０
０
０
人
」
の
新
規
法
曹
を
生
み
出
す
こ
と
が
閣
議
決
定
で
目
標

と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
司
法
制
度
改
革
が
議
論
さ
れ
た
２
０
０
０

年
前
後
の
司
法
試
験
合
格
者
数
の
３
倍
に
相
当
す
る
野
心
的
な
目

標
で
あ
っ
た
。
司
法
試
験
と
司
法
試
験
合
格
後
の
司
法
修
習
は
維

持
さ
れ
た
が
、
司
法
試
験
と
い
う
「
点
」
に
依
存
し
た
法
曹
養
成

か
ら
、
法
科
大
学
院・

司
法
試
験・

司
法
修
習
を
有
機
的
に
結
合

し
た
「
プ
ロ
セ
ス
」
に
よ
る
法
曹
養
成
へ
と
転
換
し
、
法
科
大
学

院
は
そ
の
「
プ
ロ
セ
ス
」
の
起
点
か
つ
中
核
と
な
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
、
２
０
０
４
年
と
２
０
０
５
年
に
、
74
の
法
科
大
学

院
が
、
合
計
５
８
２
５
人
と
い
う
定
員
で
開
設
さ
れ
た
。

宮
澤 

節
生
●
青
山
学
院
大
学
法
務
研
究
科
教
授

法
科
大
学
院
制
度
の
現
状
と
小
規
模
法
科
大
学
院
へ
の
期
待
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２　
急
速
に
進
行
す
る「
負
の
ス
パ
イ
ラ
ル
」

　

法
科
大
学
院
は
、
現
実
に
は
法
曹
養
成
プ
ロ
セ
ス
の
中
核
と
し

て
の
地
位
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
法
科
大
学
院
制

度
が
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル・

ス
ク
ー
ル
と
し
て
安
定
的
に
成
長

す
る
た
め
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
司
法
試
験
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に

最
低
で
も
50
％
の
単
年
度
合
格
率
が
確
保
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、

法
科
大
学
院
の
設
置
認
可
を
担
当
し
た
文
部
科
学
省
と
司
法
試
験

を
担
当
し
た
法
務
省
の
間
で
調
整
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、

２
年
制
短
縮
コ
ー
ス
（
既
修
者
コ
ー
ス
）
の
修
了
者
の
み
が
受
験

し
た
２
０
０
６
年
の
第
１
回
新
司
法
試
験
で
す
ら
合
格
率
は
48・

３
％
に
す
ぎ
ず
、
法
曹
養
成
プ
ロ
セ
ス
の
中
核
の
座
は
相
変
わ
ら

ず
司
法
試
験
が
占
め
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
３
年
制
標
準
コ
ー

ス
（
未
修
者
コ
ー
ス
）
の
修
了
者
が
初
め
て
受
験
し
た
２
０
０
７

年
の
合
格
率
は
40・

１
％
に
低
下
し
、
合
格
者
数
は
２
０
０
８
年

に
２
０
６
５
人
に
達
し
た
あ
と
同
水
準
で
推
移
し
、
２
０
１
４
年

に
は
１
８
１
０
人
に
低
下
し
て
、
合
格
率
は
22・

６
％
と
い
う
最

低
水
準
に
達
し
た
。
合
格
者
数
の
切
り
下
げ
は
、
弁
護
士
供
給
が

過
剰
だ
と
い
う
弁
護
士
界
の
ロ
ビ
イ
ン
グ
が
大
き
な
要
因
と
な
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
政
府
も
、
２
０
１
５
年
６
月
に
３
０

０
０
人
と
い
う
目
標
を
放
棄
し
、「
１
８
０
０
人
よ
り
縮
小
す
る
と

し
て
も
１
５
０
０
人
程
度
は
輩
出
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
取
り
組
み

を
進
め
る
」
と
い
う
あ
い
ま
い
な
目
標
に
後
退
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
法
科
大
学
院
の
魅
力
は
急
速
に
失
わ
れ
、
出
願
者・

入
学
者
の
減
少
と
い
う
「
負
の
ス
パ
イ
ラ
ル
」
が
進
行
し
た１。
２

０
０
４
年
に
は
出
願
者
７
万
２
８
０
０
人
、
入
学
者
５
７
６
７
人

で
あ
っ
た
の
が
、
２
０
１
５
年
に
は
出
願
者
１
万
３
７
０
人
、
入

学
者
２
２
０
１
人
へ
と
激
減
し
た
。

　

さ
ら
に
、
２
０
１
１
年
に
は
法
科
大
学
院
の
地
位
を
決
定
的
に

脅
か
す
可
能
性
を
も
っ
た
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
法
科
大
学
院
を

修
了
し
て
い
な
い
者
に
司
法
試
験
受
験
を
認
め
る
予
備
試
験
で 

あ
る
。
予
備
試
験
は
、
法
科
大
学
院
に
入
学
す
る
経
済
力
が
な
い
、

通
学
可
能
な
法
科
大
学
院
が
存
在
し
な
い
、
法
科
大
学
院
で
教
育

を
受
け
る
ま
で
も
な
い
実
務
経
験
を
有
し
て
い
る
な
ど
の
条
件
を

備
え
た
者
に
対
す
る
制
度
と
し
て
導
入
さ
れ
た
が
、
実
際
に
は
出

願
資
格
に
制
限
が
な
い
形
で
実
施
さ
れ
た
。
合
格
者
数
は
、
２
０

１
１
年
の
１
１
６
人
（
合
格
率
１・

８
％
）
か
ら
２
０
１
５
年
の

３
９
４
人
（
合
格
率
３・

８
％
）
へ
と
増
加
し
た
。
し
か
し
、
２

０
１
５
年
の
合
格
者
の
39・

６
％
は
大
学
生
で
、
34・

８
％
は
法

科
大
学
院
生
で
あ
り
、
公
務
員・

会
社
員
は
10・

７
％
、
女
性
は

10・

２
％
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
大
学
生
と
法
科
大
学
院
生
は
、

東
京
の
４
つ
の
大
学
と
京
都
の
１
つ
の
大
学
に
集
中
し
て
い
る
。
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つ
ま
り
、
大
都
市
の
有
力
法
学
部・

有
力
法
科
大
学
院
に
入
学
す

る
経
済
力
や
地
理
的
条
件
に
恵
ま
れ
た
者
が
大
多
数
で
あ
り
、
意

味
の
あ
る
社
会
的
経
験
を
有
す
る
と
思
わ
れ
る
者
は
ご
く
少
数
に

す
ぎ
ず
、
し
か
も
法
曹
と
な
る
機
会
の
地
理
的
不
均
衡
を
悪
化
さ

せ
、
女
性
の
進
出
を
後
退
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
制
度
の
正
当

性
は
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
。

　

し
か
し
、
合
格
率
が
旧
司
法
試
験
並
み
に
低
く
設
定
さ
れ
て
い

る
こ
と
の
結
果
と
し
て
予
備
試
験
合
格
者
の
新
司
法
試
験
合
格
率

は
ど
の
法
科
大
学
院
の
合
格
率
よ
り
も
高
く
な
り
、
そ
れ
が
予
備

試
験
の
人
気
を
高
め
、
２
０
１
５
年
の
出
願
者
は
１
万
２
５
４
３

人
と
な
っ
て
、
法
科
大
学
院
出
願
者
を
超
え
て
し
ま
っ
た
。
予
備

試
験
合
格
者
が
５
０
０
人
に
達
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
有
力
法
学
部・

有
力
法
科
大
学
院
は
予
備
試
験
準
備
機
関
と
な
っ
て
、
法
科
大
学

院
制
度
全
体
が
瓦
解
す
る
で
あ
ろ
う
。

３　
法
科
大
学
院
制
度
の
成
果

　

こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
導
入
後
10
年
ほ
ど
の
短
期

間
に
、
法
科
大
学
院
制
度
が
社
会
的
に
も
内
部
的
に
も
多
大
な
成

果
を
挙
げ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

社
会
的
成
果
と
し
て
は
、
何
よ
り
も
、
旧
制
度
に
比
べ
て
毎
年

２
倍
ほ
ど
の
新
規
法
曹
を
生
み
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
に
市
民

の
弁
護
士
ア
ク
セ
ス
を
改
善
し
て
き
た
。
例
え
ば
、
１
９
９
０
年

か
ら
２
０
０
４
年
ま
で
の
14
年
間
に
全
国
の
弁
護
士
数
は
47
％
し

か
増
加
し
な
か
っ
た
が
、
２
０
０
４
年
か
ら
２
０
１
４
年
ま
で
の

10
年
間
に
は
73
％
増
加
し
た
。
ま
た
、
同
じ
10
年
間
に
東
京
都
の

弁
護
士
は
66
％
増
加
し
た
が
、
滋
賀
県
、
島
根
県
、
青
森
県
、
鳥

取
県
な
ど
で
は
１
５
０
％
以
上
増
加
し
た
。
つ
ま
り
、
法
科
大
学

院
が
輩
出
し
た
弁
護
士
は
全
国
の
弁
護
士
ア
ク
セ
ス
を
改
善
し
た

だ
け
で
は
な
く
、
特
に
弁
護
士
過
疎
県
に
お
い
て
大
き
な
貢
献
を

し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
２
０
１
４
年
の

弁
護
士
１
人
当
た
り
人
口
は
、
東
京
都
の
８
２
０
人
に
対
し
て
28

の
県
で
10
倍
の
８
２
０
０
人
以
上
に
達
し
て
い
る
か
ら
、
な
お
多

く
の
法
曹
を
輩
出
し
、
特
に
弁
護
士
過
疎
地
の
状
況
改
善
を
図
る

必
要
性
は
今
な
お
大
き
い
。

　

他
方
、
内
部
的
成
果
と
し
て
は
、
わ
が
国
の
法
学
教
育
で
初
め

て
教
育
目
的
が
自
覚
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
法
曹
倫
理
や
リ
ー
ガ

ル・

ク
リ
ニ
ッ
ク
な
ど
法
曹
養
成
機
関
に
固
有
の
教
育
内
容
や
教

育
方
法
が
導
入
さ
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
多
数
の
実
務
法
曹
が
自

己
の
後
輩
の
教
育
を
担
う
よ
う
に
な
り
、
い
わ
ゆ
る
六
法
を
中
心

と
す
る
法
解
釈
論
教
育
の
内
容
と
方
法
も
法
曹
養
成
と
い
う
目
的

を
自
覚
し
た
も
の
へ
と
変
化
し
て
き
た
。
さ
ら
に
、
法
学
以
外
の

学
問
的
背
景
を
有
す
る
者
を
制
度
的
に
法
曹
養
成
プ
ロ
セ
ス
に
取
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り
込
む
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
少
数
な
が
ら
夜
間
開
講
を
行
う
法

科
大
学
院
が
開
設
さ
れ
て
社
会
人
へ
の
門
戸
が
拡
大
し
、
旧
制
度

で
は
法
曹
を
生
み
出
す
こ
と
が
少
な
か
っ
た
地
方
に
も
法
科
大
学

院
が
開
設
さ
れ
て
地
域
的
不
平
等
が
緩
和
さ
れ
た
。

　

法
科
大
学
院
教
育
に
取
り
組
ん
で
き
た
大
学
と
教
職
員
は
、
こ

れ
ら
の
成
果
を
誇
り
に
思
う
べ
き
で
あ
る
。

４　
法
科
大
学
院
が
負
わ
さ
れ
て
い
る
責
任

　

以
上
の
分
析
を
前
提
と
す
れ
ば
、
制
度
導
入
時
の
目
的
を
再
び

追
求
す
る
た
め
に
法
科
大
学
院
制
度
を
存
続
さ
せ
る
た
め
の
根
本

的
方
策
が
、
司
法
試
験
合
格
者
数
の
引
き
上
げ
と
予
備
試
験
の
出

願
資
格
制
限
に
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
現
実
に
は
、

そ
れ
ら
に
向
け
た
努
力
は
放
棄
さ
れ
、「
負
の
ス
パ
イ
ラ
ル
」
の
責

任
を
法
科
大
学
院
自
身
に
負
わ
せ
る
方
策
が
と
ら
れ
て
い
る
。
法

科
大
学
院
の
定
員
削
減
、
さ
ら
に
は
閉
鎖
に
よ
っ
て
、
法
科
大
学

院
修
了
者
と
司
法
試
験
受
験
者
を
削
減
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
残
存

法
科
大
学
院
の
司
法
試
験
合
格
率
を
引
き
上
げ
る
方
策
で
あ
る
。

　

こ
の
方
策
は
非
公
式
に
は
２
０
０
９
年
か
ら
文
部
科
学
省
に
よ
っ

て
と
ら
れ
て
き
た
が
、
２
０
１
３
年
に
は
、
司
法
試
験
の
累
積
合

格
率
と
未
修
者
合
格
率
に
最
大
の
重
み
を
与
え
た
数
値
的
指
標
に

よ
る
公
的
支
援
削
減
の
仕
組
み
と
し
て
制
度
化
さ
れ
、
２
０
１
５

年
度
か
ら
実
施
さ
れ
た
。
さ
ら
に
２
０
１
５
年
12
月
11
日
に
は
、

司
法
試
験
合
格
者
数
を
１
５
０
０
人
程
度
と
想
定
し
て
法
科
大
学

院
全
体
の
定
員
規
模
を
２
５
０
０
人
程
度
と
想
定
し
、
そ
の
状
況

で
各
法
科
大
学
院
が
各
年
度
の
修
了
者
の
累
積
合
格
率
が
お
お
む

ね
７
割
以
上
に
達
す
る
こ
と
を
目
指
す
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え

る
と
し
て
、
累
積
合
格
率
の
比
重
を
さ
ら
に
引
き
上
げ
る
と
と
も

に
、
入
学
定
員
15
人
未
満
お
よ
び
入
学
者
数
10
人
未
満
を
不
利
に

扱
う
指
標
を
設
定
し
て
２
０
１
７
年
度
予
算
か
ら
実
施
す
る
と
発

表
し
た２。
新
た
な
指
標
で
は
、
累
積
合
格
率
は
０
点
か
ら
18
点
、

未
修
者
合
格
率
と
入
学
定
員
の
充
足
率
は
各
々
０
点
か
ら
８
点
、

入
学
者
選
抜
に
お
け
る
競
争
倍
率
は
マ
イ
ナ
ス
４
点
か
ら
８
点
、

法
学
部
出
身
以
外
の
入
学
者
割
合
ま
た
は
社
会
人
の
入
学
者
割
合

と
、
同
一
都
道
府
県
内
の
法
科
大
学
院
数
ま
た
は
夜
間
開
講
は
各
々

０
点
か
ら
４
点
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
合
計
点
が

12
点
以
下
の
場
合
は
、
基
礎
点
が
ゼ
ロ
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
展
開
の
中
で
、
す
で
に
30
校
が
学
生
募
集
の
停
止

を
公
表
し
た３。
国
立
大
学
の
法
科
大
学
院
が
23
校
か
ら
16
校
に
減

少
し
た
の
に
対
し
て
、
私
立
大
学
の
法
科
大
学
院
は
49
校
か
ら
26

校
に
減
少
し
、
国
立
大
学
の
１・

５
倍
の
減
少
率
を
示
し
て
い
る
。

入
学
定
員
も
減
り
続
け
て
い
て
、
２
０
１
６
年
度
に
は
２
７
２
４

人
に
減
少
す
る
と
見
込
ま
れ
て
い
る
。
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５　
公
的
支
援
決
定
基
準
の
問
題
点

　

法
科
大
学
院
に
対
す
る
評
価
基
準
の
ひ
と
つ

0

0

0

と
し
て
司
法
試
験

合
格
率
に
注
目
す
る
こ
と
は
、
不
当
で
は
な
い
。
法
科
大
学
院
修

了
が
司
法
試
験
出
願
の
基
本
的
条
件
で
あ
る
以
上
、
大
多
数
が
法

曹
に
な
り
得
な
い
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
入
学
す
る
学
生
が
不
可

避
的
に
発
生
す
る
が
、
法
科
大
学
院
の
側
が
、
自
校
の
学
生
の
大

多
数
が
法
曹
に
な
り
得
な
い
こ
と
を
知
り
な
が
ら
自
己
の
存
続
の

た
め
に
の
み
学
生
受
け
入
れ
を
続
け
る
こ
と
に
は
、
学
生
に
対
す

る
消
費
者
保
護
と
い
う
視
点
か
ら
批
判
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
す
で
に
説
明
し
た
文
部
科
学
省
の
公
的
支
援
決
定
基

準
は
、
合
格
率
の
２
つ
の
指
標
に
圧
倒
的
に
大
き
な
比
重
を
与
え

る
一
方
、
法
学
部
以
外
の
出
身
者
と
社
会
人
の
割
合
や
、
同
一
都

道
府
県
内
法
科
大
学
院
数
や
夜
間
開
講
と
い
っ
た
、
合
格
率
と
は

異
次
元
の
社
会
的
存
在
意
義
に
関
す
る
指
標
を
同
一
次
元
上
に
位

置
付
け
て
極
め
て
小
さ
な
比
重
に
止
め
、
単
純
に
合
算
す
る
も
の

で
、
法
科
大
学
院
制
度
導
入
の
意
図
に
合
致
し
て
い
な
い
。
よ
り

適
切
な
方
法
は
、
合
格
率
に
関
す
る
指
標
と
法
科
大
学
院
の
社
会

的
存
在
意
義
に
関
す
る
指
標
の
重
み
は
同
等
と
し
て
、
そ
れ
ら
を

掛
け
合
わ
せ
た
得
点
を
算
出
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、

合
格
率
は
や
や
低
く
て
も
社
会
的
存
在
意
義
に
お
い
て
特
色
の
あ

る
法
科
大
学
院
の
得
点
は
高
く
な
り
、
よ
り
妥
当
な
総
合
的
評
価

が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

６　
撤
退
パ
タ
ー
ン
の
問
題
点
と 

　
小
規
模
法
科
大
学
院
へ
の
期
待

　

現
実
に
現
れ
て
い
る
法
科
大
学
院
の
撤
退
パ
タ
ー
ン
は
、
法
曹

と
な
る
機
会
の
地
域
的
不
均
衡
を
拡
大
す
る
一
方
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ

シ
ョ
ナ
ル・

ス
ク
ー
ル
と
し
て
の
教
育
方
法
の
発
展
を
阻
害
す
る

も
の
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
学
生
募
集
停
止
を
決
定
し
た

30
校
の
う
ち
12
校
が
、
首
都
圏・

中
京
圏・

関
西
圏
な
ど
多
数
の

法
科
大
学
院
が
存
在
す
る
地
域
で
は
な
い
地
域
に
位
置
し
て
お
り
、

特
に
四
国
で
は
法
科
大
学
院
が
皆
無
、
東
北
で
も
１
校
の
み
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
他
方
、
法
曹
養
成
に
特
化
し
た
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ

ナ
ル・

ス
ク
ー
ル
の
先
端
的
教
育
方
法
で
あ
る
リ
ー
ガ
ル・

ク
リ

ニ
ッ
ク
を
実
施
す
る
た
め
の
付
設
法
律
事
務
所
は
、
２
０
０
７
年

に
は
15
校
に
存
在
し
た
が
、
そ
の
８
校
が
募
集
停
止
に
追
い
込
ま

れ
て
い
る
。
こ
の
傾
向
が
続
け
ば
、
存
続
の
可
能
性
が
も
っ
と
も

高
い
の
は
、
多
数
の
法
科
大
学
院
が
存
在
す
る
地
域
の
比
較
的
大

規
模
か
つ
保
守
的
な
法
科
大
学
院
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
傾
向
は
、
弁
護
士
過
疎
地
で
の
弁
護
士
ア
ク
セ
ス
改
善
と

い
う
司
法
制
度
改
革
の
大
き
な
目
的
を
阻
害
す
る
可
能
性
を
有
し
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て
い
る
。
私
を
中
心
と
す
る
法
社
会
学
者
グ
ル
ー
プ
「
弁
護
士
社

会
構
造
研
究
会
」
は
、
２
０
０
９
年
に
司
法
修
習
を
修
了
し
た
弁

護
士
全
員
に
対
す
る
郵
送
調
査
を
２
０
１
１
年
１
～
２
月
と
２
０

１
４
年
１
～
３
月
に
実
施
し
、
そ
れ
ぞ
れ
29・

３
％
（
回
答
者
６

２
１
人
）
と
19・
５
％
（
回
答
者
４
０
６
人
）
と
い
う
回
収
率
を

得
て
、
こ
れ
ま
で
に
４
本
の
報
告
を
『
青
山
法
務
研
究
論
集
』
に

掲
載
し
て
き
た４。
そ
の
中
で
「
東
京
以
外
で
弁
護
士
10
人
未
満
」

の
市
町
村
を
弁
護
士
過
疎
地
と
し
て
分
析
し
た
と
こ
ろ
、
弁
護
士

過
疎
地
に
進
出
す
る
可
能
性
は
、
首
都
圏
と
関
西
圏
で
も
っ
と
も

合
格
率
が
高
い
グ
ル
ー
プ
の
法
科
大
学
院
の
出
身
者
に
も
っ
と
も

低
か
っ
た
。
他
方
、
２
０
１
４
年
調
査
で
回
答
者
の
３
分
の
１
以

上
が
弁
護
士
過
疎
地
に
進
出
し
て
い
た
法
科
大
学
院
８
校
の
う
ち

４
校
は
、
す
で
に
学
生
募
集
停
止
を
決
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

存
続
可
能
性
が
高
い
大
規
模
校
ほ
ど
弁
護
士
過
疎
地
解
消
に
寄
与

す
る
可
能
性
は
低
く
、
存
続
可
能
性
が
低
い
小
規
模
校
ほ
ど
弁
護

士
過
疎
地
解
消
に
寄
与
す
る
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。

　

一
般
市
民
の
利
益
と
い
う
視
点
か
ら
見
た
場
合
、
弁
護
士
ア
ク

セ
ス
の
不
均
衡
こ
そ
解
決
を
要
す
る
最
大
の
課
題
で
あ
り
、
そ
こ

に
、
い
ま
も
法
曹
養
成
に
コ
ミ
ッ
ト
し
続
け
て
い
る
小
規
模
法
科

大
学
院
を
存
続
さ
せ
る
べ
き
意
義
が
存
在
す
る
。
し
か
も
、
文
部

科
学
省
の
目
標
定
員
２
５
０
０
人
に
対
し
て
入
学
者
実
数
は
す
で

に
２
２
０
１
人
ま
で
減
少
し
て
い
る
か
ら
、
仮
に
文
部
科
学
省
の

上
記
基
準
が
変
更
さ
れ
な
い
と
し
て
も
、
定
員
15
人
以
上
か
つ
入

学
者
10
人
と
い
う
水
準
を
維
持
す
る
限
り
、
現
時
点
で
持
ち
こ
た

え
て
い
る
小
規
模
校
の
存
続
可
能
性
は
決
し
て
絶
望
的
で
は
な
い
。

例
え
ば
、
相
互
に
通
学
可
能
な
距
離
の
複
数
の
法
科
大
学
院
が
連

合
し
て
夜
間
開
講
を
行
え
ば
、
上
記
の
評
価
基
準
で
も
加
点
が
得

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

小
規
模
法
科
大
学
院
が
撤
退
へ
の
大
き
な
圧
力
を
創
意
工
夫
で

は
ね
返
し
、
現
在
の
苦
境
を
乗
り
切
っ
て
、
弁
護
士
ア
ク
セ
ス
の

不
均
衡
是
正
へ
の
貢
献
や
教
育
内
容・

教
育
方
法
の
革
新
に
よ
っ

て
そ
の
存
在
意
義
を
示
す
こ
と
を
、
心
か
ら
期
待
し
た
い
。

●
注

１　

拙
稿
「
法
科
大
学
院
が
引
き
込
ま
れ
た
『
負
の
ス
パ
イ
ラ
ル
』

と
臨
床
法
学
教
育
学
会
の
課
題
」
法
曹
養
成
と
臨
床
教
育
第
８
号

（
２
０
１
５
年
）
を
参
照
。

２　

文
部
科
学
省
「『
法
科
大
学
院
公
的
支
援
見
直
し
強
化・

加
算

プ
ロ
グ
ラ
ム
』
の
見
直
し
に
つ
い
て
」
２
０
１
５
年
12
月
11
日
。

３　

２
０
１
５
年
12
月
25
日
現
在
。

４　

青
山
学
院
大
学
の
機
関
レ
ポ
ジ
ト
リhttps://w

w
w

.agulin.
aoyam

a.ac.jp/opac/repository/1000/

に
収
録
さ
れ
て
お
り
、

キ
ー
ワ
ー
ド
「
宮
澤
節
生
」
で
全
文
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
。

91 大学時報　2016.1



１�　
大
学
生
の
飲
酒
問
題
の
現
状
と�

ア
ル
ハ
ラ（
ア
ル
コ
ー
ル・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
）

　
「
ア
ル
ハ
ラ
」
と
は
ア
ル
コ
ー
ル・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
略
で
あ

る
。
イ
ッ
キ
飲
み
防
止
連
絡
協
議
会
（
以
後
、
連
絡
協
議
会
）
が
、

２
０
０
０
年
に
「
飲
酒
に
ま
つ
わ
る
人
権
侵
害
で
あ
り
命
を
奪
う

こ
と
も
あ
る
」
と
初
め
て
定
義
し
、
具
体
的
な
行
為
と
し
て
表
１

の
５
項
目
を
規
定
し
て
い
る
。

　

連
絡
協
議
会
が
２
０
１
０
～
２
０
１
４
年
度
に
実
施
し
た
『
全

国
学
生
ア
ル
ハ
ラ
Ｗ
Ｅ
Ｂ
ア
ン
ケ
ー
ト
（
有
効
回
答
数
４
４
２

件１）』
に
よ
る
と
、
１
年
以
内
に
「
ア
ル
ハ
ラ
に
遭
っ
た
」「
ア
ル

ハ
ラ
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
場
の
雰
囲
気
で
飲
ま
さ
れ
た

こ
と
が
あ
る
」
回
答
者
が
、
全
体
の
54・

３
％
を
占
め
て
い
る
。

こ
の
数
字
は
、
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
興
味
の
あ
る
層
か
ら
の
回
答
で

あ
る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
実
態
は
こ
れ
を
か
な
り
上
回
る
も
の

稗
田 

里
香
●
東
海
大
学
健
康
科
学
部
准
教
授

大
学
生
の
飲
酒
問
題
の
現
状
と
課
題

─
大
学
が
行
う
発
生
予
防
と
再
発
防
止

表１　イッキ飲み防止連絡協議会によるアルハラの定義

具体的な行為 内　　　容

①飲酒の強要
上下関係、部の伝統・集団によるはやしたて
などといった形で心理的な圧力をかけ、飲ま
ざるをえない状況に追い込むこと。

②イッキ飲ませ
場を盛り上げるために、イッキ飲みや早飲み
競争、罰ゲームなどをさせること。「イッキ飲
み」とは一息で飲み干すこと、早飲みと同じ。

③酔いつぶし

酔いつぶすことを意図して、飲み会を行うこ
とで、これは傷害行為。
ひどいケースでは吐くための袋やバケツ、「つ
ぶれ部屋」を用意している場合もある。

④�飲めない人への
配慮を欠くこと

本人の体質や意向を無視して飲酒を勧める、
宴会に酒類以外の飲み物を用意しない、飲め
ないことをからかったり侮辱するなど。

⑤�酔ったうえでの
迷惑行為

酔ってからむこと、悪ふざけ、暴言・暴力、
セクハラ、騒音や嘔吐、その他のひんしゅく
行為。

出典：�イッキ飲み防止連絡協議会「もう許さない！飲酒の強要・迷惑行
為アルコール・ハラスメント『アルハラ110番』に見る被害の実
態と対策」アルコール薬物問題全国市民協会、2000を基に筆者
作成。
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と
想
像
で
き
る
。
ま
た
「
ア
ル
ハ
ラ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
こ
と
が

あ
る
」「
ア
ル
ハ
ラ
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
場
の
雰
囲
気
で

飲
ま
さ
れ
て
い
る
の
を
見
た
こ
と
が
あ
る
」
を
合
計
す
る
と
68・

１
％
、「
ア
ル
ハ
ラ
を
し
た
こ
と
が
あ
る
」「
ア
ル
ハ
ラ
か
ど
う
か

は
わ
か
ら
な
い
が
、
場
の
雰
囲
気
で
飲
ま
せ
た
こ
と
が
あ
る
」
の

合
計
は
17
％
で
あ
っ
た
。
場
所
と
し
て
は
「
ク
ラ
ブ
、
サ
ー
ク
ル

な
ど
課
外
活
動
の
飲
み
会
」、
状
況
は
「
酔
っ
た
う
え
で
の
迷
惑
行

為
」「
イ
ッ
キ
飲
ま
せ・

飲
め
な
い
人
へ
の
配
慮
を
欠
く
こ
と
」
が

多
い
。「
ア
ル
ハ
ラ
を
断
る
こ
と
が
で
き
る
か
」
と
の
問
い
に
は
、

33・

３
％
が
「
断
れ
な
い
」、
26・

５
％
が
「
わ
か
ら
な
い
」
と
回

答
し
、「
自
分
だ
け
が
断
っ
て
空
気
を
読
め
な
い
と
思
わ
れ
た
く
な

い
」「
周
り
の
み
ん
な
も
飲
む
の
で
自
分
だ
け
が
断
る
こ
と
は
で
き

な
い
」
が
理
由
の
上
位
を
占
め
て
い
る２。

　

こ
の
よ
う
な
実
態
が
裏
付
け
る
か
の
ご
と
く
、
飲
酒
に
よ
っ
て

死
亡
し
た
大
学
生
は
、
１
９
８
３
～
２
０
１
５
年
に
実
に
１
５
０

人
に
上
る３。
な
ぜ
、
飲
酒
事
故
は
根
絶
さ
れ
な
い
の
か
。

　

調
査
結
果
に
よ
っ
て
あ
ぶ
り
出
さ
れ
た
「
飲
酒
の
強
要
」「
断
れ

な
い
場
の
雰
囲
気
」「
空
気
を
読
め
な
い
と
思
わ
れ
た
く
な
い
」
な

ど
の
理
由
か
ら
、
連
綿
と
引
き
継
が
れ
る
「
伝
統
的
飲
酒
儀
式
」、

す
な
わ
ち
依
存
性
薬
物
で
致
死
量
を
も
つ
ア
ル
コ
ー
ル
を
上
級
生

が
下
級
生
に
短
時
間
で
無
理
や
り
飲
ま
せ
る
「
イ
ッ
キ
飲
ま
せ
」

の
問
題
が
浮
上
す
る
。
ま
た
、
飲
酒
に
よ
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
円
滑
に
図
ろ
う
と
す
る
日
本
の
飲
酒
文
化
が
、
い
わ
ゆ
る
「
ゼ

ミ
飲
み
」
な
ど
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
大
学
と
い

う
教
育
現
場
に
深
く
浸
透
し
て
い
る
実
態
も
無
視
で
き
な
い
と
考

え
る
。２�　

薬
物
と
し
て
の
ア
ル
コ
ー
ル
に
関
連
す
る�

問
題
と
は

　

あ
ら
ゆ
る
種
類
の
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
に
は
、
コ
カ
イ
ン
、
大
麻
、

覚
醒
剤
、
シ
ン
ナ
ー
な
ど
と
同
様
の
依
存
性
薬
物
に
分
類
さ
れ
る

エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
と
い
う
薬
物
が
入
っ
て
い
る
。
依
存
性
薬
物

の
中
で
も
、
エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
は
依
存
性
が
極
め
て
高
く
、
そ

の
影
響
に
よ
っ
て
発
症
す
る
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
は
、「
致
酔
性

（
中
枢
神
経
の
抑
制
作
用
）」「
臓
器
毒
性
」「
催
奇
性
」
や
、
ア
デ
ィ

ク
シ
ョ
ン
（
嗜
癖
、
依
存
）
の
問
題
を
内
包
し
て
い
る
。
ま
た
、

「
緩
慢
な
自
殺
行
為
」「
進
行
性
の
慢
性
疾
患
」
と
も
い
わ
れ
、
未

治
療
の
場
合
は
、
身
体
的・

精
神
的・

社
会
的
障
害
と
さ
ま
ざ
ま

な
ア
ル
コ
ー
ル
関
連
問
題
に
直
面
し
な
が
ら
死
に
至
る
可
能
性
が

高
く
な
る
。
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
ま
で
い
か
な
く
て
も
、
ア
ル
コ
ー

ル
の
薬
理
作
用
と
し
て
、
例
え
ば
自
殺
、
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
バ
イ

オ
レ
ン
ス
（
Ｄ
Ｖ
）
や
虐
待
な
ど
に
ア
ル
コ
ー
ル
が
介
在
し
て
い
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る
と
い
う
デ
ー
タ
も
あ
る
。

　

わ
が
国
の
飲
酒
問
題
の
現
状
は
深
刻
で
あ
る
。
２
０
１
３
年
の

厚
生
労
働
省
の
調
査４で
は
、
多
量
飲
酒
者
が
推
計
で
約
９
８
０
万

人
、
何
ら
か
の
ア
ル
コ
ー
ル
関
連
問
題
を
有
す
る
者
が
１
０
３
９

万
人
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
者
と
予
備
軍
が
２
９
４
万
人
、
治
療

が
必
要
な
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
者
が
１
０
９
万
人
で
あ
る
。
ア
ル

コ
ー
ル
関
連
死
者
数
は
年
間
約
３
万
４
０
０
０
人
、
社
会
的
損
失

は
年
間
４
兆
円
以
上
、
さ
ら
に
、
自
死
、
飲
酒
運
転
、
Ｄ
Ｖ
、
犯

罪
、
女
性
の
健
康
や
高
齢
者
の
介
護
の
問
題
に
ア
ル
コ
ー
ル
関
連

問
題
が
介
在
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る５。
し
か
も
、

貧
困
、
低
所
得
者
問
題
、
借
金
問
題
、
孤
独
死
な
ど
の
社
会
問
題

に
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
が
深
く
関
連
し
て
い
る
こ
と
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
報
告
書６に
よ
っ
て
浮
き
ぼ
り
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
注

視
す
べ
き
は
、
20
歳
代
前
半
に
お
い
て
リ
ス
ク
の
高
い
飲
酒
を
し

て
い
る
男
女
の
割
合
が
２
０
０
８
年
度
に
は
逆
転
し
、
若
い
女
性

の
飲
酒
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

３　
な
ぜ
若
者
の
飲
酒
に
注
意
を
払
う
べ
き
な
の
か�

　
　

―
ア
ル
ハ
ラ
の
予
防
と
対
策

　

わ
が
国
で
は
、
飲
酒
可
能
年
齢
を
18
歳
に
引
き
下
げ
る
こ
と
が

議
論
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
若
者
の
飲
酒
に
注
意
を
払
う
べ
き
な
の

か
。
そ
の
最
大
の
理
由
は
、
健
康
へ
の
影
響
で
あ
る
。
薬
物
と
し

て
の
ア
ル
コ
ー
ル
は
、
脳
の
萎
縮
を
促
進
さ
せ
る
。
特
に
、
若
者

の
よ
う
に
発
育
途
上
の
脳
細
胞
は
、
よ
り
強
く
ア
ル
コ
ー
ル
の
影

響
を
受
け
や
す
い
。
ま
た
、
生
殖
機
能
の
低
下
や
ア
ル
コ
ー
ル
依

存
症
の
発
症
リ
ス
ク
を
高
め
る
こ
と
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

近
年
で
は
、
妊
婦
の
大
量
飲
酒
に
よ
っ
て
、
出
産
し
た
子
ど
も
に

障
害
が
見
ら
れ
る
胎
児
性
ア
ル
コ
ー
ル
症
候
群
な
ど
の
問
題
も
、

若
い
女
性
の
飲
酒
が
増
加
し
て
い
る
わ
が
国
に
お
い
て
は
放
置
で

き
な
い
問
題
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
飲
酒
年
齢
の
引

き
下
げ
に
対
し
て
、
医
学
者
を
中
心
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
米
国
で
は
過
去
に
飲
酒
年
齢
を
18
歳
に
引
き
下
げ
た
こ

と
に
よ
っ
て
若
者
の
飲
酒
関
連
事
故
な
ど
が
増
え
た
た
め
、
多
く

の
州
が
21
歳
以
上
に
修
正
し
た
と
い
う
事
例
も
あ
り
、
社
会
的
リ

ス
ク
を
含
め
て
慎
重
に
検
討
す
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。

　

注
意
を
払
う
べ
き
重
要
な
問
題
と
し
て
、
イ
ッ
キ
飲
ま
せ
に
関

わ
る
飲
酒
事
故
も
見
逃
せ
な
い
。
こ
れ
ま
で
多
く
の
大
学
は
、
学

生
の
自
主
性
を
尊
重
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
踏
み
込
ん
だ
対
策

は
特
に
と
っ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
２
０
１
２
年
に
飲
酒
に

よ
っ
て
５
人
も
の
大
学
生
が
亡
く
な
り
、
２
０
１
２
年
５
月
に
文

部
科
学
省
か
ら
「
未
成
年
者
の
飲
酒
禁
止
と
強
要
の
防
止
に
係
る

学
生
指
導
の
徹
底
に
つ
い
て
」
の
通
知
が
出
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
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大
学
の
対
応
に
変
化
が
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
連
絡
協
議
会
は
、

２
０
１
３
年
７
月
に
全
国
の
７
４

８
大
学
に
「
学
生
の
飲
酒
事
故
防

止
対
策
に
関
す
る
緊
急
ア
ン
ケ
ー

ト
」
を
実
施
し
、
３
２
１
校
か
ら

回
答
を
得
て
分
析
し
た
。
そ
の
結

果
、
大
学
の
「
学
生
の
飲
酒
事
故

防
止
対
策
に
関
す
る
取
り
組
み
」

と
し
て
、
例
え
ば
学
生
の
飲
み
会・

コ
ン
パ
に
関
し
て
「
未
成
年
を
含

む
場
合
は
飲
酒
禁
止
」
と
し
た
大

学
が
約
３
割
に
上
っ
た
。
ま
た
、

「
飲
酒
事
故
防
止
対
策
書
類
の
事
前

提
出
」
は
約
１
割
だ
っ
た
。
注
目

す
べ
き
は
、「
サ
ー
ク
ル
や
ゼ
ミ
な

ど
の
飲
酒
に
ま
つ
わ
る
伝
統

（
ル
ー
ル
）
を
調
査
」
に
、
15
大
学

が
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
た
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
大
学
と
し
て
一
歩

踏
み
込
ん
だ
取
り
組
み
と
言
え
る
。

表２　イッキ飲み防止連絡協議会によるアルハラの予防と対策

予防と対策 内　　　　　　容

①�防止のための
広報・啓発活
動

アルハラ防止のための広報・啓発活動ならびに研修の企画および実施。リー
フレットやポスター、チラシの作成、学生便覧へのガイドライン掲載、ホー
ムページへの掲載、学内報への掲載、新入生オリエンテーションや講演会、
クラブのリーダー研修、教職員研修など、さまざまな機会を通じてアルハラ
に関する理解を深める。

②�アルハラの生
じやすい環境
の改善および
慣行の排除

アルハラの温床となる間違った固定観念や飲めない人への偏見を打破し、正
しい認識を普及するよう努める。伝統という名の悪しきアルハラ（組織ぐる
みの新人つぶし、イッキ飲ませ、酒席への強制参加など）を排除する。アル
コールと体質について知らせるため、パッチテストなどを用いたキャンペー
ンを行う。

③�飲み会の主催
者・幹事の責
任を明確に

アルハラがない飲み会を行う責任がある。アルコール以外の選択肢を用意す
る。個々の事情を尊重し強制参加としない。未成年者に飲ませることがない
よう注意する。「吐く人・つぶれる人の出ない飲み会」にするよう心する。酔
いつぶれた人が出た場合は、絶対に一人にせず、救急医療につなげるなど、
最後まで責任をもつ。（主催者・幹事に保護責任が生じる）

④�その他、アル
ハラ防止のた
めに必要な事
項の検討

上記の対策を効果的に遂行するために、アルハラ防止対策委員会を設置する。
委員には医療保健関係者、飲めない体質の人、およびセクハラ防止担当者を
加えることとする。

⑤�相談体制と訴
えへの対応

アルハラに対応するために、学生部、教務部、学生相談室、健康管理センター
などに相談室を設ける。相談にあたっては、匿名による相談を含め、相談者
の希望が最大限尊重されるとともに、相談者のプライバシー、名誉、人権お
よび相談内容の秘密は厳格に守ることを約束する。相談員はアルハラおよび
アルコール関連問題について十分な知識を有する者とする。訴えが寄せられ
た場合は速やかに調査し、事態を明らかにしなければならない。部やサーク
ルなどにある伝統的儀式を含む組織ぐるみのアルハラが明白になった場合は、
その慣行をやめるよう、責任者に対してアルハラ防止委員会から正式に警告
する。従わない場合は、休部など何らかの活動停止処分にする。セクハラが
からむ場合は、セクハラ対策担当者と合同で対処する。飲み会において、万
が一死亡者が出るなどの重大な被害があった場合は、訴えがなくとも、部外
者による調査委員会を速やかに組織して事実を明らかにし、被害者・遺族が
納得する方法で説明を行うよう最大限に努力をする。また、責任者・関係者
に被害者・遺族への誠意ある謝罪と賠償を促すとともに、責任の度合いによっ
て廃部、休部、退学、停学、降格、免職など厳正な処分を科す。

出典：イッキ飲み防止連絡協議会、前掲書、2000を基に筆者作成。
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こ
の
よ
う
に
、
最
近
で
は
全
学
教
養
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や
ガ
イ
ダ
ン

ス
に
ア
ル
コ
ー
ル
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
組
み
込
む
な
ど
、
自
発
的
、

積
極
的
に
対
策
を
講
じ
る
大
学
も
増
え
て
い
る
。

　

２
０
０
８
年
、
Ｘ
大
学
の
２
年
生
が
急
性
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
で

死
亡
し
、
２
０
１
１
年
に
遺
族
が
起
こ
し
た
訴
訟
に
お
い
て
ア
ル

ハ
ラ
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
判
断
が
下
さ
れ
た
。

　
「
被
告
3
年
生
ら
が
あ
ら
か
じ
め
購
入
し
持
参
し
た
４
リ
ッ
ト
ル

入
り
の
焼
酎
ボ
ト
ル
の
内
容
を
原
液
の
ま
ま
全
員
で
回
し
飲
み
す

る
方
法
で
ボ
ト
ル
全
て
を
飲
み
干
す
よ
う
求
め
た
こ
と
は
、
た
と

え
物
理
的
な
強
要
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
部
の
伝
統
と
し
て
、

事
の
是
非
に
対
す
る
熟
慮
検
討
の
な
い
ま
ま
、
先
輩
で
あ
る
被
告

３
年
生
ら
か
ら
２
年
生
に
対
し
各
個
人
の
体
質
や
意
向
に
か
か
わ

ら
ず
、
心
理
的
に
飲
ま
ざ
る
を
得
な
い
圧
力
を
か
け
た
飲
酒
の
強

要
で
あ
り
、
ア
ル
コ
ー
ル・

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
当
た
る７」

　

さ
ら
に
、
ア
ル
ハ
ラ
を
行
い
、
適
切
に
救
護
す
る
義
務
を
怠
っ

た
不
法
行
為
と
、
組
織
（
大
学
）
に
対
し
て
は
、
そ
の
発
生
を
防

止
す
る
た
め
に
一
定
の
施
策
を
取
る
こ
と
を
約
束
す
る
の
が
相
当

で
あ
る
と
の
和
解
条
項
案
が
裁
判
所
か
ら
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

和
解
で
は
あ
る
が
、
司
法
が
初
め
て
「
飲
酒
の
強
要
」、
す
な
わ
ち

ア
ル
ハ
ラ
を
認
め
た
画
期
的
な
結
果
と
な
っ
た８。

　

ア
ル
ハ
ラ
は
人
権
侵
害
と
犯
罪
性
が
あ
る
と
す
る
社
会
的
認
知

が
着
実
に
高
ま
っ
て
お
り
、
集
団
の
無
責
任
を
改
め
、
ア
ル
ハ
ラ

の
予
防
と
対
策
を
講
じ
る
こ
と
が
決
し
て
特
別
で
は
な
い
時
代
に

な
っ
て
き
た
と
言
え
る
。
そ
れ
ら
の
有
効
な
方
法
と
し
て
、
連
絡

協
議
会
は
表
２
の
よ
う
な
対
策
を
奨
励
し
て
い
る
。

４　
も
う
一
人
の
被
害
者
へ
の
配
慮�

　
　

―
事
故
発
生
後
の
対
処
方
策

　
「
父
母
の
愛
か
た
む
け
て
育
み
し
十
九
才
の
い
の
ち
何
処
に
（
向

井
赫
子９）」。

　

こ
れ
は
、
イ
ッ
キ
飲
ま
せ
で
わ
が
子
を
失
っ
た
母
親
が
詠
ん
だ

歌
で
あ
る
。

　
「
大
学
が
学
生
に
厳
し
い
処
分
」
と
報
道
さ
れ
る
た
び
に
、
ア
ル

コ
ー
ル
事
故
で
家
族
を
失
っ
た
遺
族
の
う
か
が
い
知
る
こ
と
の
で

き
な
い
苦
し
み
を
慮
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
被
害
学
生
の
多
く

は
、
１・

２
年
生
で
あ
る
。
手
塩
に
掛
け
て
育
て
た
わ
が
子
が
、

や
っ
と
親
の
手
を
離
れ
自
立
の
扉
を
開
け
た
と
た
ん
、
用
意
さ
れ

て
い
た
「
つ
ぶ
れ
部
屋
」
で
人
知
れ
ず
息
絶
え
、
無
言
の
帰
宅
と

な
る
。
中
に
は
、
入
学
後
、
大
学
の
講
義
を
ほ
と
ん
ど
受
け
ず
に

亡
く
な
っ
た
学
生
も
い
る
。
悲
し
み
の
ど
ん
底
に
あ
る
家
族
に
、

「
飲
ん
だ
の
は
本
人
の
意
志
で
は
な
い
か
」
と
い
っ
た
周
囲
の
無
理

解
が
追
い
打
ち
を
か
け
る
。
極
限
状
態
の
中
で
、「
ど
の
よ
う
に
し
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て
死
に
至
っ
た
の
か
真
実
を
知
り
た
い
」「
死
と
い
う
現
実
か
ら
目

を
そ
ら
さ
ず
償
っ
て
ほ
し
い
」「
亡
く
な
っ
た
我
が
子
を
ず
っ
と
忘

れ
な
い
で
ほ
し
い
」「
再
発
を
防
止
し
て
ほ
し
い
」
と
訴
え
る
家
族

の
悲
痛
な
叫
び
に
、
学
生
や
大
学
だ
け
で
は
な
く
社
会
が
ど
れ
だ

け
真
摯
に
耳
を
傾
け
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　

筆
者
は
、
数
年
前
、
イ
ッ
キ
飲
ま
せ
で
仲
間
を
失
っ
た
学
生
や

教
職
員
を
対
象
に
、
表
３
（
次
ペ
ー
ジ
）
の
通
り
「
償
い
に
向
け
た

ア
ル
ハ
ラ
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
企
画・

実
施
し
た
。
ア
ル
ハ
ラ

や
飲
酒
に
お
け
る
犯
罪
性
に
関
す
る
知
識
を
学
び
、
遺
族
の
苦
し

み
と
向
き
合
い
、「
償
い
」
を
行
動
化
し
、
再
発
を
い
か
に
予
防
す

る
か
に
つ
い
て
、
学
生
が
主
体
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
よ

う
企
図
し
た
。
中
で
も
、
実
際
に
飲
酒
死
亡
事
故
の
訴
訟
に
携
わ
っ

た
弁
護
士
と
遺
族
に
よ
る
講
義
は
、
参
加
者
に
「
償
い
」
の
本
質

的
な
意
味
を
問
い
直
す
貴
重
な
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
れ
に
携
わ
っ
て
感
じ
た
の
は
、
被
害
者
家
族
は
、「
事
実
か
ら
目

を
そ
ら
さ
ず
、
真
実
を
隠
蔽
す
る
こ
と
な
く
、
取
る
べ
き
責
任
を

行
動
で
示
す
」
と
い
う
、
処
分
や
懲
罰
と
は
別
の
次
元
で
「
償
い
」

を
求
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
願
い
に
応
え
る
に
は
、

「
学
生
が
集
団
の
無
責
任
を
改
め
、
一
部
だ
け
の
荷
担
で
あ
っ
て
も

全
て
の
責
任
が
生
じ
る
と
す
る
社
会
規
範
と
、
命
に
対
す
る
価
値

観
や
ど
の
よ
う
な
生
き
方
を
す
べ
き
か
と
い
う
自
己
規
範
に
つ
い

て
理
解
す
る
こ
と
」
が
重
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
大
学
は
学

生
に
対
し
、
帰
ら
な
い
過
去
で
あ
る
が
故
に
、
結
果
を
生
涯
背
負
っ

て
生
き
る
誠
実
さ
の
本
質
を
教
え
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
学
生
の
苦

悩
に
寄
り
添
い
な
が
ら
、
家
族
や
社
会
に
対
し
て
誠
意
あ
る
行
動

が
と
れ
る
よ
う
支
援
す
る
と
こ
ろ
に
、
果
た
す
べ
き
責
任
が
あ
る

と
考
え
る
。
亡
く
な
っ
た
わ
が
子
が
忘
れ
去
ら
れ
る
こ
と
が
な
い

よ
う
、
学
生
一
人
一
人
の
人
生
の
中
で
生
き
続
け
る
こ
と
を
切
望

し
て
い
る
家
族
と
、
志
半
ば
で
命
を
絶
た
れ
た
仲
間
に
恥
じ
な
い

よ
う
に
生
き
て
い
く
こ
と
、
そ
れ
も
償
い
の
一
つ
と
考
え
る
。

５�　
ア
ル
コ
ー
ル
健
康
障
害
対
策
基
本
法
と�

今
後
の
学
生
の
飲
酒
対
策

　

政
府
が
国
民
と
共
に
ア
ル
コ
ー
ル
関
連
問
題
に
本
腰
を
入
れ
て

取
り
組
む
た
め
に
２
０
１
４
年
６
月
に
施
行
さ
れ
た
ア
ル
コ
ー
ル

健
康
障
害
対
策
基
本
法
（
ア
ル
法
）
で
は
、
①
正
し
い
知
識
の
普

及
お
よ
び
不
適
切
な
飲
酒
を
防
止
す
る
社
会
づ
く
り
②
誰
も
が
相

談
で
き
る
相
談
場
所
と
、
必
要
な
支
援
に
つ
な
げ
る
相
談
支
援
体

制
づ
く
り
③
医
療
に
お
け
る
質
の
向
上
と
連
携
の
促
進
④
ア
ル
コ
ー

ル
依
存
症
者
が
円
滑
に
回
復
、
社
会
復
帰
す
る
た
め
の
社
会
づ
く

り
─
─
こ
の
４
項
を
第
一
次
基
本
計
画
の
骨
子
（
案
）
と
し
て
掲

げ
、
具
体
的
な
内
容
の
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
中
で
も
、「
①

97 大学時報　2016.1



表３　「償いに向けた教育プログラム」の内容
回 テーマ 講 師 達�成�目�標 内　　　容

１ 薬物としての
アルコール

SW
（ソーシャル
�ワーカー）

出来事に使用した
アルコールは、飲
み物ではなく薬物
であることの認識
を促すとともに、
償いに向けた動機
付けを高める。

アルコールが身体に及ぼす影響について説
明し、適正飲酒の指導を行う。
被害者遺族の気持ちと加害者の償いについ
て代弁的に伝える。
（講義、レポート）

２ アルハラの
犯罪性 弁護士

出来事に対する社
会的な責任につい
て認識を促す。

アルハラ裁判など法的支援を行っている弁
護士からアルハラに関する法的措置につい
てその実際を聞き、社会的責任の意識を喚
起させる。
（講義、レポート）

３ 遺族の
苦しみ 遺　族

命の重みを感じ、
仲間の死の意味を
遺族の立場になっ
て考える。

アルハラで大学生の息子を奪われた遺族の
話を聴き、当事者の苦しみについてリアリ
ティをもって感じることができるような機
会を提供する。
（講義、レポート）

４Ａ 対象喪失 学内講師 大事な人を亡くし
た場合の一般的な
心理プロセスにつ
いて理解する。
償いを行動化する。

第3回の遺族の話を踏まえ、被害者、遺族
が失ったもの、遺族の苦しみに向き合い、
仲間の死によって失ったものを明確化する。
グループワークによって、各自が自分自身
の事故当時から現在までの心境を振り返る。
被害者に対して手紙を書く。
（講義、ワーク）

５Ａ 償いを行う
Ａ－1 学内講師

被害者への手紙を読み合い意見を述べ合う。
（講義、グループワーク、課題：手紙を書き
直す）

４Ｂ 組織の健全
性について 学内講師

ハラスメントが起
こる構造について
理解する。組織の
在り方、マインドコ
ントロールの償い
として行いたい行
動を考えてもらう。

組織の在り方、マインドコントロール、不
当な勧誘や組織の密室化の危険性について
の説明。
学生らに、事故が起こった場を運営する組
織について振り返ってもらい今後について
討論する。
（講義、グループワーク）

６Ａ 償いを行う
Ａ－2 学内講師

大事な人を亡くし
た場合の一般的な
心理プロセスにつ
いて理解する。
償いを行動化する。

学長らが訪問した時のご遺族の様子につい
て報告する。
2回目の遺族訪問の際、どのように臨むか。
渡す手紙の検討。
（グループワーク、課題：遺族を訪ねた後の
レポート）

７Ａ まとめと
再出発 学内講師

今までのプログラ
ム全体のまとめと、
再発防止に向けた
具体的取り組みに
ついて検討する。

遺族訪問の感想を述べ合う。
（グループワーク）
他人を援助することを実際に行う。
（実習）
全体の感想と今後について。

５Ｂ 償いを行う
Ｂ－1 学内講師

再発防止に向けた
具体的取り組みに
ついて検討する。

事故の起こった場（組織）の在り方につい
て理解し、再発防止について検討する。
（グループワーク）

６Ｂ 償いを行う
Ｂ－2 学内講師

再発防止・ハラスメント防止のために、次
期組織の長に何を伝達するかについて検討
する。
（グループワーク、課題：組織の課題、イベ
ントの在り方の課題）

出典：稗田里香「キャンパスにおける飲酒問題／「償い」に向けた『アルハラ教育プログラム』」
　　　『日本アルコール関連問題学会誌第12巻』日本アルコール関連問題学会、2010より抜粋。
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正
し
い
知
識
の
普
及
お
よ
び
不
適
切
な
飲
酒
を
防
止
す
る
社
会
づ

く
り
」
に
お
い
て
は
、
未
成
年・

妊
婦・

若
い
女
性
へ
の
教
育・

啓
発
と
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
に
つ
い
て
の
正
し
い
知
識・

理
解

の
啓
発
が
盛
り
込
ま
れ
、
取
り
組
む
べ
き
喫
緊
の
課
題
と
し
て
重

点
目
標
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る10。

　

翻
っ
て
、
若
者
の
飲
酒
問
題
に
目
を
つ
む
ら
ず
し
っ
か
り
向
き

合
う
こ
と
は
、
わ
が
国
が
直
面
す
る
ア
ル
コ
ー
ル
関
連
問
題
の
解

決
に
向
け
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の
と
考
え
る
。
そ
の
鍵
を

握
る
の
は
、
大
学
生
の
飲
酒
問
題
に
対
す
る
取
り
組
み
で
あ
ろ
う
。

飲
酒
問
題
を
学
生
だ
け
の
問
題
に
留
め
ず
、
教
職
員
も
一
体
と
な
っ

た
社
会
的
な
取
り
組
み
と
し
て
位
置
付
け
、
実
行
し
て
い
く
こ
と

が
強
く
期
待
さ
れ
る
。

●
注

１�　

特
定
非
営
利
法
人
ア
ル
コ
ー
ル
薬
物
問
題
全
国
市
民
協
会
調
査

２�　

Ａ
Ｓ
Ｋ
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
よ
り
引
用http://w

w
w
.ask.or.jp/

ikkialhara.htm
l

（
２
０
１
５
年
12
月
７
日
ア
ク
セ
ス
）

３�　

東
京
消
防
庁
の
デ
ー
タ
と
イ
ッ
キ
飲
み
防
止
連
絡
協
議
会
の
デ
ー

タ
よ
り
。

４�　

樋
口
進
（
研
究
代
表
者
）『
Ｗ
Ｈ
Ｏ
世
界
戦
略
を
踏
ま
え
た
ア

ル
コ
ー
ル
の
有
害
使
用
対
策
に
関
す
る
総
合
的
研
究
』
厚
生
労
働

科
学
研
究
費
補
助
金
、
疾
病・

障
害
対
策
研
究
分
野
、
循
環
器
疾

患・

糖
尿
病
等
生
活
習
慣
病
対
策
総
合
研
究
、
２
０
１
３
。

５�　

ア
ル
コ
ー
ル
健
康
障
害
対
策
基
本
法
推
進
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
ア

ル
法
ネ
ッ
ト
：http://alhonet.jp/problem

.htm
l

、
２
０
１
５

年
12
月
７
日
ア
ク
セ
ス
）、『
簡
易
版
ア
ル
コ
ー
ル
白
書
』
を
参
照

の
こ
と
。

６�　

・

内
閣
府
『
平
成
24
年
版
自
殺
対
策
白
書
』
２
０
１
２
。

・

生
活
保
護
受
給
者
の
社
会
的
な
居
場
所
づ
く
り
と
新
し
い
公

共
に
関
す
る
研
究
会
『
生
活
保
護
受
給
者
の
社
会
的
な
居
場

所
づ
く
り
と
新
し
い
公
共
に
関
す
る
研
究
会
報
告
書
』
２
０

１
０
。

７　

イ
ッ
キ
飲
み
防
止
連
絡
協
議
会
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
「
亡
き
息
子
に
、

親
が
で
き
る
こ
と
（
遺
族
の
手
記
）」
よ
り
抜
粋
（http://w

w
w
.

ask.or.jp/ikkialhara_w
ada3.htm

l

、
２
０
１
５
年
12
月
７
日
ア

ク
セ
ス
）

８�　

イ
ッ
キ
飲
み
防
止
サ
イ
ト
「
イ
ッ
キ
飲
み・

ア
ル
ハ
ラ
防
止
の

ペ
ー
ジ　

イ
ッ
キ
飲
ま
せ
で
失
わ
れ
た
若
い
命
（
遺
族
の
手
記
）」

よ
り
抜
粋
（
Ａ
Ｓ
Ｋ�http://w

w
w
.ask.or.jp/ikkialhara.htm

l

）

９�　

向
井
赫
子
「
イ
ッ
キ
飲
ま
せ
で
逝
っ
た
我
が
子
へ
の
う
た
」『
和

敬
／
向
井
大
輔
追
悼
号
』
和
敬
塾
、
１
９
９
５
。（http://w

w
w
.

ask.or.jp/ikkialhara_m
ukai.htm

l

、
２
０
１
５
年
12
月
７
日
ア

ク
セ
ス
）

10�　

内
閣
府
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
参
照
の
こ
と
（http://w

w
w
8.cao.

go.jp/alcohol/kenko_shougai_kaigi/index.htm
l

、
２
０
１

５
年
12
月
７
日
ア
ク
セ
ス
）
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